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【Point】・退職後の競業避止特約について、一般的な判断基準を踏襲し無効と判断した事例 

・競業避止特約の作成に当たっては、裁判例が挙げる要素を総合的に検討することが

重要である

【事案の概要】 

本件は、システムエンジニア（SE）を企業

に派遣・紹介する X 社の元従業員である Y

が、X社退職後 1年以内に他企業に SEとして

就業したところ、X 社が、当該就業は Y との

間で締結した競業避止特約に違反するなどと

して、Y に対して損害賠償請求を行った事案

です。当該競業避止特約は、Y の退職後に締

結されたもので、Y が X 社に対し、退職後 1

年間にわたり、「⑴貴社との取引に関係ある

事業者に就職すること」、「⑵貴社のお客先

に関係ある事業者に就職すること」、「⑶貴

社と取引及び競合関係にある事業者に就職す

ること」及び「⑷貴社と取引及び競合関係に

ある事業を自ら開業または設立すること」を

行わない旨を誓約していました。 

【判断の概要】 

裁判所は、まず、競業避止特約の有効性の

判断基準について「従業員の退職後の競業避

止義務を定める特約…によって守られるべき

使用者の利益、これによって生じる従業員の

不利益の内容及び程度並びに代償措置の有無

及びその内容等を総合考慮し、その制限が必

要かつ合理的な範囲を超える場合には、公序

良俗に反して無効であると解するのが相当で

ある。」と判示しました。 

その上で、裁判所は、X 社の業務では、具

体的な作業について派遣先等の指示に従うた

め、X 社がシステム開発等に関する独自のノ

ウハウを有するものとは言えず、Y がそのよ

うなノウハウの提供を受けた証拠もないた

め、本件の競業避止特約は、競業行為を禁止

する目的・利益が明らかでないことを指摘し

ました。また、それに比して、競業が禁止さ

れる範囲が広範であり、その代償措置も認め

られないことからすれば、競業禁止義務の期

間が 1 年間に留まることを考慮しても、その

制限が必要かつ合理的な範囲を超える場合に

当たるとして、本件の競業避止特約が公序良

俗に反し無効であると判示しました。 

【検討・コメント】 

一般に、競業避止特約は、①競業行為を禁

止する目的・必要性、②退職前の労働者の地

位・業務、③競業が禁止される業務の範囲・

期間・地域、④代償措置の有無等を総合考慮

し、その制限が必要かつ合理的な範囲を超え

る場合に、公序良俗に反して無効になると解

されており（フォセコ・ジャパン事件（奈良

地判昭和 45 年 10 月 23 日））、本裁判例で

も、この判断基準が踏襲されています。 

本裁判例は、1 年という競業避止義務の期

間については比較的短いとして評価している

ようではあるものの、X 社が Y の競業行為を

禁止する目的・必要性が明らかでないにもか

かわらず、競業が禁止される業務の範囲が広

範であり、代償措置も認められないというこ

とを総合考慮し、結論として競業避止特約を

無効と判断しています。 

競業避止特約の作成に当たっては、その期

間等の設定に頭を悩ませることが多いと思い

ますが、上記判断基準からも明らかなとお

り、その有効性は、各要素を総合考慮して判

断されますので、競業避止義務の期間が短い

からといって必ず有効になるというわけでは

ありません。裁判例上、競業避止特約の目

的・必要性が人材流出の阻止・教育や研修に

費やした費用の回収に留まる場合には、競業

避止特約が無効とされる傾向にある点にも留

意が必要です。 

競業避止特約の作成に当たっては、上記①

ないし④の要素を意識し、先例を参考にしな

がら総合的に検討することが重要になりま

す。疑問がある方は、弊所までお気軽にご相

談ください。 

以上 
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